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別記様式－３－１ 

 

東京都入札監視委員会 第２回第二監視部会 議事概要（定例） 

 

 開催日及び場所   令和８年２月13日（金）  都庁第一本庁舎北側33階 特別会議室Ｎ１ 

 委     員 公認会計士               竹 内 啓 博 （部会長） 

公認会計士               片 桐 春 美 

日本女子大学建築デザイン学部建築デザイン学科教授 平 田 京 子 

弁護士                 本 田 敦 子 

                          計４名（敬称略） 

※各委員はオンラインによる参加 

対 象 期 間 令和７年１月１日～令和７年３月31日 

抽 出 案 件 計 ４件  （備考） 

 

一 般 競 争 ０件 

指 名 競 争 ２件 

随 意 契 約 ２件 

               意見・質問                 回  答 

 委員か 

 らの意 

 見・質 

 問、そ 

 れに対 

 する回 

 答等 

＜議案１＞（高落札案件・一者入札事案） 

都営住宅4H-130・131・132・133東(北区桐

ケ丘二丁目GN06街区)整備工事 

 [希望制指名競争入札] 

 

Ｑ 本件整備工事の規模はどういう位置づ

けにあるか教えていただきたい。この規

模がデフォルトの規模の工事なのか。 

  また、希望事業者が少なかった理由を

どのように分析しているか。 

Ａ 本件工事面積は３万平米近くあり、

住宅政策本部で発注する整備工事の

中でも特に広く、金額も大きい。  

 都営住宅の整備工事のように、面

積の割に工種が多い工事は、職人の

手配が大変であり、業者から敬遠さ

れやすいと考えている。 

Ｑ 工種が多岐にわたるということだが、

この工事案件について、工種等でもう少

し細かく分解することは可能なのか。 

Ａ 公共工事の場合、分離分割発注が

原則であるが、本件の場合、これ以上

細分化すると逆に不調が起きかねな

いので、この規模で発注するのが一番

事業者に取っていただきやすいと判

断をした。 

Ｑ 本件工事は、面積も広く工種も多岐に

渡るということで、ゼネコン等の大企業が

希望しそうなイメージを持っているが、今

回参加した事業者はそういった事業者で

はないようである。この理由について、何

か分析しているか。 

Ａ 本件は一般土木工事で約２億9,00

0万円の案件であり、東京都ではＢ等

級の価格帯（1.6億円以上3.5億円未

満）にあたり、中小企業が多い。 

なお、今、建設業界では全体的に

価格帯が上がっており、この５年で

工事価格は1.5倍になっている。実

際、今年度、50億円程度の規模の工

事を発注したが、大企業は希望せず、

中堅の事業者がやっと興味を示すよ

うな状況である。それについては対策

を考える必要があると思っている。 
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Ｑ 工事費の上昇と人手不足という状況の

中で、価格の面の見直しや、事業者に受

注をしてもらうための方策について、補

足をしていただきたい。 

Ａ コストの見直しについて、工事の

発注に当たり、国が作成する最新の

設計労務単価や資材価格に沿って積

算をしている。また、残工事につい

ては物価高騰分をスライド価格とし

て受注者に支払っており、一つの工

事で複数回スライドを行う場合もあ

る。 

事業者に公共事業を受注してもら

うための方策について、限られた技

術者の予定が空いたら次の工事をす

ぐに取れるよう、月単位の工事の発

注予定を小まめに公表している。さ

らに、個別の案件で、例えば不調が

起こったときにヒアリングを行い、

次の発注につなげている。 

意見：本件について入札及び契約手続は適

正に行われている。なお、経済状況や

事業者の受注状況等に応じ、適切な分

割を行うなど、案件ごとに臨機応変に

判断していく必要がある。 

 

 ＜議案２＞（高落札率・一者入札事案）潮風

公園南地区護岸改修工事(その２) 

 [希望制指名競争入札] 

 

Ｑ 希望者がもともと14者だったが、指名を

11者に絞り、結果として応札者は１者とな

っているが、この11者に絞るプロセスはど

ういうものか。 

Ａ 14者から希望があったが、優先指

名権を持つ者を除き、本店が他県に

ある３者を除いた11者を指名した。

なお、優先指名権というのは、過去

に優良な工事をし、一定の点数以上

を取った者を優先的に指名するとい

うもの。 

Ｑ この工事には、施行が困難な部分や難し

い部分がある工事なのか。それとも標準的

なものなのか。何か工事に特徴がある場

合、補足で説明いただきたい。 

Ａ 工事内容としては、護岸のために

鋼矢板を打っていくというものだ

が、東京ガスの高圧のパイプライン

が埋設されており、パイプラインへ

の影響を避けながら工事を行うとい

う点で、通常の工事と比べて少し難

易度が高い。ただし、適切に施工管

理さえすれば、それほど難しいもの

ではないと考えている。 
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Ｑ 辞退理由として、多くの会社が配置予定

技術者の配置が困難になったことを挙げ

ているが、どのような技術者の配置が難し

いのか。 

Ａ ここでいう技術者は、資格が必要

な主任技術者、監理技術者である。

こうした資格者は、１工事に１名の

配置が求められており、受注者は民

間工事も含めた複数の工事の中から

技術者を充てていく。こうした中で、

事業者の中の工事の優先順位の関係

で、当該案件について技術者の配置

が困難になったと考えている。 

意見：特に意見なし。 
 

 ＜議案３＞（一者入札・長期継続受注事案） 

東部汚泥処理プラント監視制御設備改

良・補修工事[特命随意契約] 
 

Ｑ 汚泥処理プラントの監視制御設備の改

良は約２億３千万円の規模の案件だが、

具体的には、設備工事というよりも制御

のコンピュータのプログラミング等を改

良するシステム改良が主であるのか。  

Ａ 下水処理で発生した汚泥を処理す

るために汚泥処理プラントでは様々

な機械設備が動いている。この機械

設備を全体として工場のように動か

すためのコンピュータに相当する部

分が監視制御設備である。 

  今回の工事の内容としては、その

監視制御設備のソフトウェア部分の

改良と、監視制御を構成する機器の

ハード部分の交換がある。 

Ｑ 過去は少し安かったようだが、毎年お

よそ２億円前後の金額が定常的な費用と

してかかるのか。 

Ａ 工事の内容は、監視制御設備の古

くなったものを計画的に交換する部

分と、汚泥処理プラント内の様々な

機械設備の更新や増設といった関連

工事に合わせて、監視制御設備の改

造や増設をする部分がある。計画的

に行っている部分は概ね一定した金

額であり、関連工事による部分の工

事のボリュームが増えているため、

近年は金額が増えている。 

Ｑ 大型の設備投資の場合、その設備の耐

用年数に渡ってどのような整備、運用を

していくのかという長期計画があろうか

と思うが、具体的に長期計画でコストを

どのような数字で見積っているのか。ま

た、長期計画との乖離はどのような金額

なのか。 

Ａ 令和３年度は計画的に行っている

内容の５千万円程度で、関連工事は

なかった。令和４年、５年、６年は、

計画的に行っている部分はおおよそ

８千万円程度で推移しており、全体

金額の８千万円以外の部分が関連工

事に伴う部分とご理解いただきた

い。 
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Ｑ 見積金額は、いつ計画されて、どのよ

うな内訳として見積もられたのか。 

  また、その計画は、いつ、何年分を計

画しているのか。令和７年度以降の状況

というものの計画も確認したい。 

Ａ 計画としては、本件機械設備の設

置時にメーカーから、耐用年数中の

交換部品について説明をいただいて

おり、大体年間８千万円である。 

  また、保守点検の結果も踏まえ、

交換が必要な時期を精査している。 

  資料については後日お示しする。 

Ｑ 当初設置するときは、導入する設備の

価格だけで入札をしたのか。それ以降に

かかる保守費については、判断の中には

入っていないのか。 

Ａ 当初設置のときには、そのときに

設置する設備の工事費だけで、将来

分の補修費等は考慮されていない。 

 意見：本件について入札及び契約手続は

適正に行われている。なお、長期的な

コストをどう勘案して調達するか、ま

た、調達した後にそのコストをどう分

析していくかといった課題がある。 

 

 ＜議案４＞（高額・高落札・一者入札・同一

事業者長期継続受注事案）水運用情報通信

設備等改造工事（６－７）[特命随意契約] 
 

Ｑ 毎年８億円程度の高額な改造工事が行

われているが、当初工事費は11億6,400万

円程度である。元の工事費に対して改造

の値段が高いようだが、どういう内容の

更新が必要なのか。また、毎年のように

かなり高額な費用がかかる原因は何なの

か。 

Ａ 水運用システムは、大規模なシス

テムであり、浄水場や給水所等で設

備変更や計測項目の追加が行われる

たびに、通信設定、ネットワーク機

器、サーバ、データベース、表示端

末等の改修が必要となるため、毎年

一定規模の改造工事が発生してい

る。 

Ｑ システム自体は昭和に導入している

が、今後も改造を行い使い続けていくの

か。 

 

Ａ システムが導入から約40年経過

し、運用しながら改造していかなけ

ればならず、システム自体が肥大化

している。 

そのため、局としても再構築すべ

きか大規模改修を行うべきか有識者

の意見も踏まえ検討を行い、大規模

改修を進めている。 

Ｑ その有識者との検討内容について、要

点を絞って本会議体に開示していただく

ことは可能か。 

Ａ 簡単にまとめることは難しいが、

知りたい部分についてフォーカスし

た報告であればできると考えてい

る。 

Ｑ 毎年高額な改造工事が発生している

が、価格の妥当性を非常に欠かないとい

う検討はどのように行われているのか。 

Ａ 発注にあたり見積を取得してお

り、見積りに対してこれまでの契約

実績や工事内容を踏まえた査定を行

い、工事発注している。 
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意見：特に意見なし。  

委員会 

におけ 

る検討 

結果 

議案１から議案４までについて、入札契約手続はルールどおりに運用されている

が、個々に付された意見への対応を求める。 

 


